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展示作品から贈呈作品へ
―戦前を事例にして―

安 松 みゆき

【要 旨】
１９４０年にナチ党大会に出席する日本側からドイツ国民に対して６１点に及ぶ日本画

が贈呈された。しかしこのことは等閑に付されてきていた。そこで作品の全容と贈
呈経緯について考察することにした。それによって６１点の日本画は、本来は尺貫法
の問題で異論を唱えた当世の著名な日本画家たちが、展覧会のために寄贈した作品
群であり、それが政治的な思惑を反映して、ドイツ国民への贈答として転用された
ことを明らかにした。
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はじめに

美術作品が本来の目的と異なって転用されることがある。すでに別稿で取り上げているのだ
が、論者は日独美術交流の一端を知るために、「贈呈」に着目して、具体的には、ヒトラーと日
本との間で贈呈された土産に論点を絞って考察した。そこでヒトラーへの土産とされた綴織を取
り上げて、この作品も本来は紀元二千六百年を紀念した展覧会に出品される予定で制作されたも
のの、その展覧会が中止となったために、贈呈品へと転用されたことを確認した１。これについ
ては当時の新聞にもその経緯が簡単に記載されている。

今回は、日本側がヒトラーだけでなく、ドイツ国民への土産も持参しており、それが稀にみる
６１点もの日本画であったことは見逃せない史実のため、それを「転用」との関係で注目したい。
ヒトラーへの土産については当時の新聞ではその全容に加えて経緯などについても詳しく報道し
ていたのに対して、ドイツ国民への土産については、わずかな指摘のみで終わっており、その全
容は全くわかっておらず、等閑に付されてきている。

１ 考察対象と既往の研究および考察方法

１．１．考察対象と既往の研究
今回取り上げるのは、１９４０年に日本がドイツの第１１回ナチ党大会出席の招待を受けて、その土

産とされた美術作品である。その際にヒトラーへの土産と、ドイツ国民への土産と二種の美術作
品が用意され、ヒトラーへの土産には、既述したように、川端龍子の原画による綴織が贈られて
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いるが、それもまた別の展覧会展示のために制作されたものであった２。本稿では、後者のドイ
ツ国民に対する土産とされた作品群が主な考察対象となる。

本論での転用とは、作品そのものが変容するわけでなく、用途が変わる意味となる。美術作品
の転用の研究といえば、たとえば建築では北野隆亮の「和歌山城天守台石垣に転用された石塔類
の調査報告」３や、陶器では、宇垣匡雅による「器台に転用された特殊壺」４など、部材や機能の
転用に注目した研究が認められる。これら部材などの転用は日本に限らず、古代エジプトでピラ
ミッドが石切場として利用されたことや、また戦後においてもヒトラーのベルリンの総統官邸の
部材を使ってソ連の記念碑を製作するといった事例を挙げることができる５。

ヒトラーへの土産とされた美術作品については、上述したようにすでに拙稿で検討しており、
作品はもともと展覧会に展示される予定が土産として転用されるという、用途が変わる意味での
転用事例であったが、こうした事例はそれ以外に私見では認められない。そのため今回の考察
は、美術品の転用をめぐって少なからぬ意義があるといえる。

１．２．考察方法
ドイツ国民に向けた土産となった日本画６１点の大半については、画家名も作品名も判然としな

い。しかし今回の調査の結果、それら作品群が尺貫法存続連盟による紀念展に展示されていたこ
とがわかった。合わせて関連する展覧会図録『尺貫法存続連盟紀念展観六十五品』を入手し得た。
その図録には６５点の作品が掲載されており、贈呈された作品６１点よりも４点分が多く、数の上で
は完全に一致しない。どれがドイツに持参されなかった４点なのかを確認できる資料は、わずか
に当時の新聞に一部のみの記載があるだけで、それ以外の資料等は、管見の限りいまのところ見
当たらない。そのため、４点のずれはわずかと理解して、まずは６１点とはいかなる画家によるい
かなる作品だったのか、その全容を展覧会図録から独自の分類によって提示し、合わせて作品の
特徴を確認する。それを受けて今回の美術作品がなぜ土産に転用されたのかは、単なる文化交流
の側面だけでなく、政治的な役割に変換されたためだったことを明らかにすることを試みる。

２ ６１点の日本画

２．１．新聞での指摘と問題の所在
ドイツ国民に向けた土産の美術作品群はその数が特徴的である。６１点もの数にのぼるからであ

る。当時の１９３９年７月２７日『読売新聞』では盟邦ドイツに豪華な土産として、「巨匠の力作６０点」
として総数を強調する一方で、同日の『朝日新聞』では、現代美術作品を土産とする指摘ととも
に、具体的な画家として横山大観、竹内栖鳳の２名の巨匠の名前のみをあげて、読売新聞のタイ
トルとは異なって６１点を贈呈することが指摘されている６。なお当時贈呈された作品数は他新聞
が６１点とし、また６０点とした読売新聞でも後日６１点とし記載しているため、本稿では６１点を支持
する７。

さて、６１点の作品群が当時の著名な日本画家による作品であることは、８月２日の『読売新聞』
でも認められるが、記事では披露する展示が８月１日に東京美術倶楽部で開かれ、そこに荒木十
畝、小林古径、跡見玉枝や慶應塾長小泉順三、またドイツ大使オット夫妻が鑑賞にきて称賛の声
をあげたことが加えられている。しかし作品の細やかな説明はヒトラーへの土産となった川端龍
子の作品の言及にとどまり、ドイツ国民への作品については作品総数６１点であることのみの指摘
に終わっている。こうした当時の報道からは、指摘されていないものの、６１点の作品はドイツ国
民のために新たに描かれたと理解するのが一般的となる。
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論者は、贈呈品が６１点に及ぶ飛び抜けた作品数であることがなぜなのかと疑問を持ち、これら
作品群について調べをすすめていた。その結果、作品群が尺貫法改定に関して制作され、関連展
覧会に展示されていたことを確認し、合わせてその展覧会の図録『尺貫法存続連盟紀念展観六十
五品』を入手し得た。すでに上記したように、作品数では４点のずれがあり、尺貫法で展示され
た作品数が贈呈品よりも４点多い。しかしどの作品が贈呈品になったのかを裏付ける資料が見当
たらないために、６５点の全作品を取り上げるが、場合によって贈呈品にならなかったことも踏ま
えて把握することを前提にする。そのうえで、展覧会図録を主要資料として以下に作品群を紹介
したい。紹介するにあたり、まず新聞に掲載された作家及び作品を取り上げたうえで、つぎにそ
れら画家の評価を知るために、現在でも評価される著名な作家およびその作品と、それ以外との
二つに分けることにした。それによって作品の特徴の一部も確認できるはずである。

２．２．作家と作品
２．２．１．分類結果１ 「当時の新聞に紹介された
作家とその作品 巨匠と著名な画家たち」

６１点の作品のうち、当時の新聞で繰り返し紹介
されたのはわずか２名の画家の作品で、横山大観
筆《朝嶺》（絹本２尺５、横幅）【図１】と竹内栖
鳳筆《松魚》（絹本尺７５，横幅）【図２】である。
いわゆる日本近代の巨匠が取り上げられている。

その他、１９３９年７月２７日『東京日々新聞』には、
横山大観と竹内栖鳳に加えて、川合玉堂筆《丈山
尺樹》（絹本尺１５、堅幅）【図３】、橋本関雪筆《富
嶽（岳）》（絹本２尺、横幅）、奥村土牛筆《春》（絹
本尺７、横幅）、安田靫彦筆《菊御作》（絹本２尺、
横幅）、小室翠雲筆《春帆暁発》（絹本２尺、横
幅）、荒木十畝筆《花鳥》（絹本尺９、横幅）、菊
池契月筆《稚子（児）文殊》（絹本尺４５、堅幅）
の７点が紹介されているが、かれらは後述する書

【図１】
横山大観筆《朝嶺》（絹本２尺５、横幅）

【図２】
竹内栖鳳筆《松魚》（絹本尺７５，横幅）

【図３】
川合玉堂筆《丈山尺樹》（絹本尺１５、堅幅）
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籍でも近代を代表する画家として現在も高く評価されている。なお当時の新聞に明記されている
ことから、かれらの作品はまちがいなくドイツに持参されたと見なしてよいだろう。

２．２．２．分類結果２ 「現在の書籍で著名な近代日本画家とも見なされる画家とその作品」
つぎに、残りの作家を知るために、近代の著名な画家か否かを基準にしたい。そのために日本

美術の歴史を総合的に取り上げた『日本美術館』（小学館、１９９８年）を参考にして、展覧会図録
から作家と作品名を書き出すと次のとおりとなる。なおこれら対象はすべてがドイツに持参した
とは限らないことを踏まえておく。

小林古径筆《静物》（絹本尺９、横幅）、池上秀畝筆《春月》（絹本尺９、横幅）、西山翠嶂筆《富
貴草》（絹本尺７５横幅）、太田聴雨筆《軒端の梅》（紙本２尺６、横幅）、堂本印象筆《花鳥》（絹
本２尺、横幅）、故小川芋銭筆《待雉鳴》（絹本尺３、堅幅）、川端龍子筆《麦とさゞえ》（絹本尺
８、横幅）、堅山南風筆《霜》（絹本尺８、横幅）、鏑木清方筆《砧》（絹本２尺、横幅）、中村岳
陵筆《燕子花》（絹本尺８、横幅）、宇田萩邨筆《清流》（絹本２尺、横幅）、野田九浦筆《猿丸大
夫》（絹本２尺、横幅）、山村耕花筆《白兎》（絹
本２尺、横幅）、前田青邨筆《罌粟》（紙本２尺、
横幅）【図４】、上邨松園筆《春駒》（絹本尺８、
横幅）、上邨松篁筆《若葉陰》（絹本尺９、横幅）、
荒井寛方筆《観音》（絹本尺３、堅幅）、北野常富
筆《藤娘》（絹本尺８、横幅）、島田墨仙筆《諸葛
亮》（絹本２尺、横幅）の、１９名の作家による作
品１９点があげられる。ここに新聞で紹介された９
名の画家とその作品を加えると、２８名の作家によ
る作品２８点におよび、およそ全体の半数弱にあた
る。なお、ただひとり、故人の小川芋銭の作品が
認められるが、所蔵問題もあり、他の作品に比べ
てドイツに持参されたのかがより曖昧な作品とい
える。

２．２．３．分類結果３ 「その他の作家とその作品」
上記以外の作家とその作品を書き出すと、伊藤小坡８筆《観桜》（絹本尺７５，横幅）、今尾景祥９

筆《吹雪》（絹本尺５、堅幅）、石崎光瑤１０筆《牡丹》（絹本尺５、横幅）、服部有恒１１筆《楠公図》
（絹本２尺、横幅）、橋本静水１２筆《海老》（絹本２尺、横幅）、西澤笛畝１３筆《人形》（絹本２尺、
横幅）、富取風堂１４筆《柘榴》（絹本２尺、横幅）、大智勝観１５筆《梅屋敷》（絹本２尺、横幅）、小
川翠村１６筆《白百合》（絹本２尺５、横幅）、川村曼舟１７筆《高砂》（絹本尺８、横幅）、吉田秋光１８

筆《牡丹》（絹本尺８、横幅）、吉村忠夫１９筆《聖徳太子》（絹本２尺、横幅）、玉舎春輝２０筆《花
売大原女》（絹本２尺５、横幅）、根上富治２１筆《鶉》（絹本２尺、横幅）、中村大三郎２２筆《菅公
百中之図》（絹本尺８、横幅）、中村貞以２３筆 《踊》（絹本尺３、堅幅）、矢澤弦月２４筆《深山の秋》
（絹本２尺、横幅）、八木岡春山２５筆《渓山冬暁》（絹本２尺、横幅）、山川秀峰２６筆《卿の君》（絹
本尺５、堅幅）、松林桂月２７筆《月夜》（絹本尺７５、横幅）、�本一洋２８筆《万歳楽》（紙本２尺、
横幅）、福田翠光２９筆《雪空》（紙本２尺、横幅）、福田恵一３０筆《基督教渡来》（絹本２尺、横幅）、
筆谷等観３１筆《残月》（絹本尺８、横幅）、兒玉希望３２筆《花鳥》（絹本尺７、横幅）、小林柯白３３筆
《鶉》（絹本２尺、横幅）、小山大月３４筆《鶏頭》（絹本尺３、縦幅）、郷倉千鞍３５筆《梢の春》（絹

【図４】
前田青邨筆《罌粟（けし）》（紙本２尺、横幅）
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本尺９、横幅）、酒井三良３６筆《秋ふかし》（絹本尺３、堅幅）、三輪晃勢３７筆《鷹》（絹本尺５、
堅幅）、三宅凰白３８筆《猩々図》（絹本２尺、横幅）、溝上遊亀筆《柘榴》（絹本２尺、横幅）、水
田竹圃３９筆《雪景山水》（絹本２尺、横幅）、飛田周山４０筆《暁》（絹本２尺、横幅）、廣島晃甫４１筆
《秋》（絹本尺８、横幅）橋本永邦４２筆《早春》（絹本尺３、堅幅）、川崎小虎４３筆《冬瓜と虫》（絹
本２尺、横幅）の、３７名の作家による作品３７点を数えた。

２．２．４．作品の特徴
このように贈呈対象となった画家は、新聞で記載された場合、その時代を代表する巨匠である

横山大観や竹内栖鳳に加えて、当時の日本近代美術界で活躍し、現在でも高い評価を受けている
画家たちであり、それら画家の割合は全体のおよそ半数を占めている。そのうち、新聞で紹介さ
れた９名の画家の作品は、まちがいなくドイツに持参されたと理解してよいだろう。

新聞に記載されなかった残りの画家たちも、現在日本近代美術の第一線の画家として取り上げ
られずとも、当時において文展や院展で活躍していた名だたる画家の作品が対象となっていた。
またそれら画家の描いた作品には、各画家の得意とする題材が多く認められ、作品の質が担保さ
れていたといえる。ただ尺貫法に協力することを意図して制作されたためか、特に大きさからす
ると小ぶりのものが多い。作品のサイズを作品数と関連してみると、２尺（６０cm）のものは２６
点にのぼり、尺８（１尺８寸２４．２cm）が１０点、尺３（１尺３寸３９cm）が５点、尺７５（１尺７寸
５分５３cm）が４点、尺５（４５cm）が４点、尺９（１尺９寸５７cm）が４点、その他２尺６（７８cm）、
尺７（１尺７寸５１cm）、２尺５（２尺５寸７５cm）、尺４５（１尺４寸５分４３cm）を 各１点 を 数 え
た。一番大きなサイズは２尺７（８１，８１cm）で、小さいサイズには尺７５（１尺７寸５分、５３cm）
が認められ、展覧会を主催した子爵岡部長景も、小作品が多く、またそれらの質を担保するかた
ちで当時の「日本画諸大家の作品をほとんど網羅した」作品群と見なしていた４４ことを裏づける
結果を示している。

３ 尺貫法との関係

３．１．尺貫法の存続問題
では、ドイツに持参するきっかけとなった、６１点に及ぶ日本画が制作された『尺貫法存続連盟

紀念展』とは、一体どのようなものだったのだろうか。
展覧会の図録には子爵岡部長景による「端緒」が掲載されており、そこに当時尺貫法が相当に

大きな問題になっていたことが記載されていた。そこで岡部のこの指摘をきっかけにして、関連
資料を頼りに展覧会の開催に結びついた当時の尺貫法についての動向を簡単に追ってみる。

西洋化された明治時代に入っても日本は尺貫法を用いていたが、１８８４（明治１７）年になると、
メートル条約に加盟することが決まり、翌年にメートル条約が公布されたという。しかし日本で
は依然として尺貫が用いられていたため、尺貫を原器に定義してメートル法の計量を認めていた
とされる４５。

そうした度量衡制度に対して、メートル法では不自由し、尺貫法ならば９割９分不自由するこ
とはないとか、メートル法は軟弱な外交遺物であり、皇国の権威を維持するのは尺貫法である、
といった多くの反対論が噴出し４６、その批判的な動きを受けて、歴史と文化を継続して深く国民
生活を潤しているのが尺貫法だとして、尺貫法を基本に併用制度の樹立を求めて、１９３６（昭和８）
年１０月に尺貫法存続連盟が結成された４７。その運動が功を奏して１９３９（昭和１４）年１月に施行令
の一部が改定されて、祭祀宗教美術などの特殊用途には永久に尺貫法を使用することになり、土
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地建物等にも使用が認められるようになった４８。そして尺貫法が一部に維持されたことを紀念し
て開催されたのが、「尺貫法存続連盟紀念展」であり、その図録として『尺貫法存続連盟紀念展
観六十五品』が刊行されたのであった。

３．２．尺貫法の存続論 雑誌『芸術』と岡部長景
そうした多くの反対論において中心的な役割を担っていたのが、展覧会実施の中心人物子爵岡

部長景であったことを改めて指摘したい４９。岡部は外交官だったが、戦後（１９５３－１９６０年）に東
京国立近代美術館初代館長に、また国際文化振興会理事長に就任するなど、戦後の芸術文化の進
展に関わる重要な人物のひとりであった。ドイツに土産を選択したときにも岡部は、国際文化振
興会の副会長として、すでに文化的な活動に結びつく立場にあった５０。

岡部は、当時の尺貫法に対する理解のなかで日本画が尺貫法による必要性を主張する媒体のひ
とつとして、雑誌『芸術』を用いていた。たとえば、『芸術』において岡部は「尺貫法を存続せ
よ」とのタイトルで、尺貫法が日本の歴史と文化を受けたものとしてその存続を訴えている５１。

そうした岡部の立場が浸透していたといえるように、雑誌『芸術』では、岡部以外にも尺貫法
を存続する立場を示す記事数は枚挙に遑がない。たとえば、『芸術』昭和１０年２月１５日刊行には、
「尺貫法本位復帰案 衆議院通過す」として、尺貫法を存続する動きをいち早く取り上げてい
る５２。また尺貫法は国宝とする見方５３や、メートル法の問題を指摘して、今度こそ尺貫法に統一
しようと意気込む文面が認められる５４。

このように尺貫法の存続をめぐって、岡部は積極的に尺貫法の重要性を述べ、またその仲介役
を果たしていたのが雑誌『芸術』であり、美術の世界では尺貫法はかなり大きな問題になってい
たことが理解できる。

４ 用途を変容する美術作品 尺貫法に対する寄贈からドイツ国民への贈呈作品へ

４．１．仕掛け人の藤原銀次郎と岡部長景
ここまでみてきたように、６１点もの日本画は、尺貫法存続のために実施された展覧会に寄贈展

示された作品群であった。
改めて当時の新聞をみると、１９４０年にナチ党大会への招待を受けた日本側のひとりである藤原

銀次郎が、ドイツ国民とヒトラーに対して持参したのが日本画であり、「かつてないほどの数の
美術品」を藤原はドイツに持参し、またヒトラーには綴織を贈呈したと書かれている。その「か
つてないほどの数の美術品」こそが、尺貫法の展覧会に展示された日本画であった。

では、どのように「かつてないほどの数の美術品」が土産に転じることになったのだろうか。
本来は異なる目的で制作された作品群を、ドイツへの土産と決定したのは、渡独する財界人藤

原銀次郎によると公にされることが多いが５５、後述するように実際には藤原に加えて岡部長景も
関係した。当時の『芸術』ではこの点についてかなり具体的に報告されている。それによれば、
藤原は、自分は軍人ではないので節約的なこともよくなく、だからといって当時の事変を踏まえ
て、経済界からだとしても「札ビラ」を示すこともよくないとして、ドイツへの土産を岡部に相
談したと述べている。相談された岡部はドイツに「誇り高き日本文化を紹介する」ために、現代
の日本画を持っていくことにしたと書かれている。上述したように当時岡部は外交官でもあり、
文化事業部長を歴任しており、美術の見極めにも才があったといえる５６。したがって、実際には
岡部が具体的に思案し、すでに尺貫法に関係して当時の日本画家から作品を寄付してもらってい
たために、それを絶好の活用の機会として岡部は藤原に助言をして、６１点の尺貫法の作品群が、
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ドイツ国民への贈呈品としてその役割を変えたのであった。

４．２．ネックとなった現代日本画
その岡部の決断があったとしても、論者にはまだもうひとつの疑問が残る。なぜ日本画だった

のかという疑問である。たしかに、ここまで見てきたように、現代の日本画の作品群がドイツ国
民への贈呈に選択されたのは、尺貫法の展示で当世代を代表する日本画家に寄贈された作品群が
あったからである。もちろん、それは大きな要因であることに間違いない。

とはいえ、日本文化をドイツ国民に知ってもらうためならば、海外でよく知られた浮世絵が的
確なのではないか、あるいは磁器などの美術工芸品も日本の文化として知られているし、はたま
たドイツなどの西洋から影響を受けた洋画でもよかったのではないか、なぜ日本画だったのか、
といった疑問に納得しうる指摘はなされていない。

そこで論者は、『朝日新聞』１９３９年７月２７日の記事に指摘された「今春、ベルリンで開かれた
日本古美術展が好評だったので今度は現代美術作品を贈り物とすることに決定した」とする記事
から５７、ドイツ側に対する日本文化の理解への戦略があったという仮説を提示したい。

ドイツ第三帝国をめぐって当時の日本側にはヒトラーの『わが闘争』内の日本文化への低い見
方があることに裏付けられるように、日本側には日本文化を知らないドイツ側に対する根強い負
い目があった。日本側にとってそれは単なる日本文化の問題でなく、今後の日独軍事同盟を結ぶ
国家間における是正すべき問題のひとつと理解されていた。そのために日本側には、ドイツ同様
に長い歴史を有する伝統的な美術、いわゆる版画や工芸といった応用美術でなく、王道の純粋美
術によってドイツ側に理解させようとする強い意図が働いていた。この見方についてはすでに
１９３９年の「伯林日本古美術展覧会」の検討において取り上げており５８、そこで、当時の日本側が
絵画と彫刻にほぼ限定し、さらに国宝や重要美術品に指定された伝統的な作品を展示することで
解消の糸口を見出していたことを明示した。その展覧会のメンバーのなかに岡部長景がいたこと
は注目される５９。つまり岡部はそうした状況を十分に把握していたため、今回の転用に結びつい
ている可能性が考えられるからである。

したがって今回の贈呈品が日本画という純粋美術であることは、必要不可欠な選択であった。
ちょうど前年度に優れた日本の古美術展をベルリンで開催して話題となったこともあり、日本に
は連綿と伝統が継承されていることを示すには、まさしく現代の日本画を展示することだったの
である。たとえば日本画などの巻物は搬送が容易であるという利点が見出せるとしても、ベルリ
ンの古美術展で示した日本の伝統を受け継ぐ作品が現在も作り続けられるような、文化を創生す
る日本国であること、日本側はドイツと同等の歴史を持つ美術の歴史が、いまも継続されている
ことを示し、ドイツ国民にとってふさわしい軍事同盟国となることこそが、現代の日本画が選択
された最も重要な理由だったと指摘できる。

おわりに

本論では、これまでほとんど注目されることのなかった美術作品群をとおして、作品の目的を
転用することで、美術作品が政治的な役割に変換されたことおよびその背景を明示した。１９４０年
にドイツへの贈呈品とされた６１点の現代日本画は、本来「尺貫法存続」の動向をうけて、関連展
覧会に寄贈された作品であった。それを１９４０年にナチ党大会に招待された藤原銀次郎と相談に応
えた岡部長景が、ドイツ国民への土産に転用したのである。そこには、ヒトラーの日本への評価
の低さを是正する日本側の戦略があり、それをもって前年度にベルリンで開催された日本古美術
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展を受け継ぎ、伝統的な純粋美術によってドイツ側の日本文化への低い評価を是正することで、
ドイツの同盟国であるための基盤をつくったのである。

美術は、本来は平和ななかで、人々に安らぎや時には生きる力を与えるものだが、時代によっ
てその役割を変えていく一面を持ち得ており、場合によって戦争へのきっかけにもなり得ること
が今回の検討によって確認できた。今後、美術の持つ、こうした危うい一面のコントロールが、
時代を超えて我々に求められていることを最後に指摘しておきたい。

欧文タイトル
Von den Ausstellungswerken zu die Werken als Geschenk unter die Beispiele vor dem ２．
Weltkrieg

欧文要旨

Im Jahr１９４０überreichte die japanische Delegation auf dem NS-Parteitag dem deutschen Volk
６１ japanische Gemälde. Dies ist jedoch unter Verschluss gehalten worden. Ich habe daher
beschlossen, die gesamten Werke und die Umstände ihrer Übergabe zu untersuchen. Es stellt
sich heraus, dass es sich bei den ６１ japanischen Gemälden ursprünglich um eine Gruppe von
Werken handelte, die von prominenten japanischen Malern der damaligen Zeit, die die shak-
kan-Methode ablehnten, für eine Ausstellung gestiftet worden waren, und dass sie aus poli-
tischen Erwägungen in ein Geschenk an das deutsche Volk umgewandelt wurden.

図版典拠：展覧会図録『尺貫法存続連盟紀念展覧六十五品』、昭和１４年

１ 拙稿「ヒトラーへの贈り物・ヒトラーからの贈り物―いびつな美術交流の様相」『もやもや日本近代美術 境
界を揺るがす視覚イメージ』勉誠出版、２０２２年、１１９―１４５頁、を参照。紀元二千六百年に関しては、以下を参
照。なお、ここでは川端龍子の作品についての言及はなされていない。古川隆久『皇紀・万博・オリンピッ
ク 皇室ブランドと経済発展』吉川弘文館、２０２０年。

２ 拙稿「ヒトラーへの贈り物・ヒトラーからの贈り物―いびつな美術交流の様相」『もやもや日本近代美術 境
界を揺るがす視覚イメージ』勉誠出版、２０２２年、１１９―１４５頁。

３ 北野隆亮「和歌山城天守台石垣に転用された石塔類の調査報告」『和歌山市立博物館研究紀要』和歌山市立博
物館編２０２２年、３７号、１０―１７頁。

４ 宇垣匡雅「器台に転用された特殊壺」『岡山県立博物館研究紀要』岡山県立博物館編、３９号、５９―６１頁。贈り
物の心理について述べたものがあり、今回の考察ではほとんど参考にならないが、「信頼を得る」ためのもの
とした指摘や、日本社会には贈り物には見返しという返礼が慣例にあるといった指摘は注目される。成田義
弘著『贈り物の心理学』名古屋大学出版会、２００３年、２０４―２１４頁。以下も一部参照。伊藤幹治『日本人の贈答』
ミネルヴァ書房、２０１５年。

５ 拙稿「戦後ドイツにおける脱ナチ化の様相（１）―ベルリンの場合―」研究ノート、『別府大学院紀要』１９，２０１７
年、１０７―１１６頁。

６ 『大阪毎日新聞』１９３９年７月７日「日本画力作をドイツへ贈る 藤原代表が携行」、『朝日新聞』１９３９年７月
１４日「うんとおみやげをハリ切る藤原さん」、『読売新聞』１９３９年７月２７日「盟邦ドイツへ豪華なお土産！ヒ
トラー総統へ 綴れ錦大壁掛 六尺に二十四尺 博物館へ 巨匠の力作６０点 遣独使節藤原さんの会心」、
『朝日新聞』１９３９年７月２７日「美術の粋をお土産 ナチス大会への出席の藤原氏」、『東京日々新聞』１９３９年
７月２７日「遣独使節が床しきお土産 盟邦の友 心の糧に 現代美術の粋を贈る 藤原銀次郎翁の美学」、『読
売新聞』１９３９年８月２日「ヒ総統へ贈る大壁懸に感嘆 藤原さんの豪華な土産 展覧会へ 独大使」、『読
売新聞』１９３９年１０月２５日「大壁掛にヒ総統満悦 藤原翁の土産贈呈」、『読売新聞』１９３９年１１月２８日「藤原翁
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のお土産 独政府へ贈呈式」
７ 『読売新聞』１９３９年７月２７日付だけが６０点としている。６１点とする『朝日新聞』１９３９年７月２７日付があり、

また６０点とした『読売新聞』も１９３９年８月２日付の記事では６１点としているので、本稿では６１点を贈呈数と
する。

８ １８７７―１９６８ 三重県出身。京都を中心に風俗画、美人画を描いた日本画家。森川曽文、谷口香嶠に師事。
https://ja.wikipedia.org/wiki/伊藤小坡

９ １９０２―１９９３ 京都出身。明治―昭和の日本画家。今尾景年の養嗣子。寺院襖絵などを手がけ、団体には所属せ
ず個展を中心に制作発表。加島美術サイト
https://www.kashimaarts.co.jp/worksandartists/artists/imao_keisho/

１０ １８８４―１９４７ 富山出身。琳派山本光一、竹内栖鳳に師事。文展・帝展を中心に活躍し、写実に基づく装飾的な
花鳥画を得意とした日本画家。https://ja.wikipedia.org/wiki/石崎光瑤

１１ １８９０―１９５７ 名古屋市出身。東京美術学校卒業。松岡映丘に師事。帝国美術学校教授。
https://ja.wikipedia.org/wiki/服部有恒

１２ １８７６―１９４３ 尾道市出身。東京美術学校中退し、橋本雅邦に師事。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８６０６.html

１３ １８８９―１９６５ 浅草生まれ。荒木寛畝・荒木十畝に師事し、人形絵を得意とした。
https://ja.wikipedia.org/wiki/西沢笛畝

１４ １８９２―１９８３ 院展で作品を発表した日本画家。身近な自然を主題とする作品を好んで描いた。
http://www２.chiba-muse.or.jp/www/ART/contents/１５５４１６７０２０６７４/index.html

１５ １８８２―１９５８ 今治市出身。東京美術学校卒業。院展出品。１９３１年のイタリアでの日本画覧会に大観とともに渡
欧。また『日本美術院百年史 ４』日本美術院百年史編集室企画・編、日本美術院、１９９４年。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８８６９.html

１６ １９０２―１９６４ 大阪出身。西山翠峽に師事。帝展で推薦。戦後日展に出品。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/９０８０.html

１７ １８８０―１９４２ 京都市出身。山元春挙に師事。京都市立絵画専門学校教授。帝国美術院会員。帝国芸術院会員。
https://ja.wikipedia.org/wiki/川村曼舟

１８ １８８７―１９４６ 金沢出身。東京美術学校卒業。松岡映丘に師事。帝展、新文展に出品。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８６２３.html

１９ １８９８―１９５２ 福岡県出身。東京美術学校卒業。大和絵による真民族絵画の提唱者。松岡映丘に師事。主に文展、
帝展に出品。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８８３５.html

２０ １８８０―１９４８ 岐阜県出身。原在泉に入門。山元春挙に師事。文展に出品。１９３９年に川北霞峰、上田萬秋らと橙
青社を結成。
https://www.nagaragawagarou.com/visualmuseum/m-shunki-tamaya.html

２１ １８９５―１９８１ 山形県酒田市出身。東京美術学校卒業。師は結城素明。帝国美術学校の教員。日展に出品。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/１００１４.html

２２ １８９８―１９４７ 京都市出身。京都市立絵画専門学校卒業。西山翠峽に学ぶ。京都市立絵画専門学校教授。美人風
俗画の傑作を発表。帝展などに出品。１９２１年パリ日仏交換展に展示。帝展審査委員。
https://ja.wikipedia.org/wiki/中村大三郎

２３ １９００―１９８２ 大阪市船場出身。長谷川貞信、北野恒富に師事。浮世絵の伝統をもとに近代的感覚を加味した画
風を築く。院展同人。日本美術院評議委員。日本美術院理事。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/１０００９.html

２４ １８８６―１９５２ 長野県上諏訪出身。久保田米僊、寺崎広業に師事。東京美術学校卒業。文展、帝展で活躍。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８８３４．html

２５ １８７２―１９４１ 東京深川出身。明治２９年下条桂谷に師事、北斎を学び、古画の模写研究に従事。日本美術協会展
覧会、内国勧業博覧会等に出品して屡々受賞し、文展にも２回出品、大正８年には日本美術協会第一部委員。
その後日本美術協会理事、評議員第一部委員主任、審査長として協会のために尽力。日本美術協会理事兼審
査長文展無鑑査。https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８５９０.html

２６ １８９８―１９４４ 京都市出身。美人画で知られる日本画家。鏑木清方、池上秀畝に学ぶ。清方門下三羽烏の一人と



２０

呼ばれた。清方の画風を最も受け継いだとされる。版画も残す。
https://ja.wikipedia.org/wiki/山川秀峰

２７ １８７６―１９６３ 山口県萩市出身。野口幽谷に師事。日本南宗画会を結成。最後の文人画家とされる。渡邊華山な
どの流れをくむ精緻で謹直な描写を基礎にし、そこには漢籍、漢詩の素養に裏付けされた品格の高い作品が
特徴。https://ja.wikipedia.org/wiki/松林桂月

２８ １８９３―１９５２ 京都市出身。京都市立絵画専門学校卒業。山元春挙、川村曼舟に師事。歴史風俗画を得意とした。
https://ja.wikipedia.org/wiki/�本一洋

２９ １８９５―１９７３ 京都市出身。京都市立美術工芸専門学校卒業。西山翠峡に師事。鷹を描くことを得意とした。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/９３３１.html

３０ １８９５―１９５６ 広島県福山出身。東京美術学校卒業。西山画塾青甲社に入り、西山翠峡に師事。文展で活躍。人
物を専門。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８８４８.html

３１ １８７５―１９５０ 北海道出身。横山大観に師事。北海道から中央画壇に登場して活躍した日本画家。東京美術学校
卒業。大智勝観と交流。「大久保党」の一員として活躍。https://ja.wikipedia.org/wiki/筆谷等観

３２ １８９８―１９７１ 広島県出身。尾竹竹波門下、川合玉堂に師事。帝展で活躍。
https://ja.wikipedia.org/wiki/児玉希望

３３ １８９６―１９４３ 大阪出身。文展無監査。日本美術院同人。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８６０８.html

３４ １８９１―１９４６ 東京神田出身。松本楓湖に学ぶ。大正３年に今村紫紅、速水御らと赤曜会を結成。花鳥画を得意
とする。http://izu-museum.e４７.jp/izubj/izubj_artist_detail.php?ac=１７

３５ １８９２―１９７５ 富山県出身。東京美術学校卒業。多摩美術学校教授。日本芸術院会員。
https://ja.wikipedia.org/wiki/郷倉千靱

３６ １８９７―１９６９ 福島県出身。坂内青嵐に師事。文展、院展で活躍。日本美術院同人。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/９１０７.html

３７ １９０１―１９８３ 新潟県長岡市出身。京都市立絵画専門学校卒業。堂本印象に師事。日本芸術院会員。
https://ja.wikipedia.org/wiki/三輪晁勢

３８ １８９３―１９５７ 京都市出身。京都市立絵画専門学校卒業。山元春挙に師事。文展無鑑査待遇。京都市立絵画専門
学校助教授。https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８８５２.html

３９ １８８３―１９５８ 大阪市出身。大阪で姫島竹外の門に入り南画を学ぶ。日本南画院創立。帝展委員。文展無監査。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８８６８.html

４０ １８７７―１９４５ 茨城県出身。久保田米僊、竹内栖鳳、橋本雅邦に学ぶ。帝展、文展に出品。帝展審査員。
https://www.tobunken.go.jp/materials/bukko/８６２１.html

４１ １８８９―１９５１ 徳島県出身。白馬会洋画研究所入所。東京美術学校日本画科卒業。帝展審査員。新文展審査員。
https://ja.wikipedia.org/wiki/広島晃甫

４２ １８８６―１９４４ 東京出身。橋本雅邦の二男として生まれ、雅邦、下村観山に師事。文展無鑑査。日本美術院同人。
『日本美術年鑑』昭和１９．２０．２１年版、９２頁。

４３ １８８６―１９７７ 岐阜県出身。川崎千虎、小堀鞆音、安田靫彦に学ぶ。東京美術学校で、下村観山、藤島武二らに
洋画を学ぶ。文展、帝展に発表。帝展、新文展、日展の審査員。東京美術学校教授。『日本美術年鑑』昭和５３
年版、２５４―２５６頁。

４４ 「盟邦へ美術施節――尺貫法運動に集った力作六十一点を携行」『芸術』１７―２２， 昭和１４年８月５日、３頁。
４５ 岡部長景『メートル法批判』昭和９年。
４６ 岡部長景『メートル法批判』昭和９年。
４７ 子爵岡部長景著「端言」『尺貫法存続連盟紀念展観六十五品』昭和１４年、ページ記載なし。
４８ 子爵岡部長景著「端言」『尺貫法存続連盟紀念展観六十五品』昭和１４年、ページ記載なし。
４９ 水野勝国原・尚友倶楽部編『貴族院会派（研究会）史 昭和編（復刻版）』芙蓉書房出版、２０１９年、１１３―１１７

頁。
５０ 朝日新聞１９３９年７月２７日付記事。
５１ 岡部長景「尺貫法を存続せよ」『芸術』昭和９年１月１５日発行、４頁。
５２ 「尺貫法本位に復帰案 衆議院を通過す」『芸術』昭和１０年２月１５日発行、６頁。
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５３ 吉川重春「尺貫法は一種の国宝」『芸術』昭和１０年４月１５日発行、６―７頁。
５４ 「今度こそ尺貫法に」『芸術』昭和１１年３月１５日発行、１頁。それ以外に関係する記事は次の通り。四宮憲章、

星健之助、川崎三郎、三浦万次郎「メートル法専用の不満」『芸術』昭和１１年３月１５日発行、４頁。丸野勝喜
「尺貫法は牢呼たる国民習慣也」『芸術』１５号、昭和１２年２月１５日発行、７頁。「尺貫法存続を主張せる貴族
院の質問書及び政府の客弁書」『芸術』１５号、昭和１２年１０月１５日発行、４頁。岡部長景「虚政か実政か」『芸
術』１５―８ 昭和１２年、８頁。中野家政「夕刻者と尺貫法」『芸術』１５―８ 昭和１２年、８頁。久松潜一「教育上
よりみた尺貫法」『芸術』１５―５、昭和１２年３月５日、７頁。堀内信水「メートル専用論は外交軟弱の遺物」『芸
術』１６―４、昭和１３年２月５日発行、４頁。石井常造「メートル専用は非国風の変革」『芸術』１６―４、昭和１３年
２月５日発行、４頁。出口末吉「皇国の権威の為に尺貫法存続要望」『芸術』１６―４、昭和１３年２月５日発行、
４―５頁。杉山正則「尺貫法禁止の暴挙」『芸術』１６―４、昭和１３年２月５日発行、５頁。千秋季隆「祭祀と尺貫
法」『芸術』１６―６、昭和１３年２月１５日発行、７頁。難波田春夫「尺貫法存続雑感」『芸術』昭和１４年１７―１、７
頁。臼井耕治郎「尺貫法を救へ」『芸術』１７―１２、昭和１４年４月２５日、７頁。川副博「体内的に尺貫法一本に
限る」『芸術』１７―１８、昭和１４年６月２５日、６頁。「メートル法を呪う」１７―２１、昭和１４年７月２５日、７頁。「我
国度量衡は尺貫法如くはない」『芸術』１７―２１、昭和１４年７月２５日、７頁。「盟邦へ美術施節――尺貫法運動に
集った力作六十一点を携行」『芸術』１７―２２、昭和１４年８月５日、３頁。千種虎正「唯これ尺貫法」『芸術』１７―
２５、２頁。桝谷益蔵「尺貫法存続管見」『芸術』１７―２６、昭和１４年１０月５日、６頁。山田朔造「尺貫法問題と
伍堂商相」１７―２６、６頁。山田伊三郎「メートル以前精神の排撃聖戦と尺貫法」『芸術』１７―２６、昭和１４年１１月
２５日、６頁。野村嘉六「国民生活の現実を認識して尺貫法を尊重」『芸術』１７―２６、昭和１４年１１月２５日６―７頁。
桝谷益蔵「習俗上より見たる尺貫法」『芸術』１７―３１、昭和１４年１２月１５日、６頁。内ヶ崎三郎「尺貫法と教育」
『芸術』１８―１１、昭和１５年５月２５日、３―４頁。西山政猪「尺貫法本位たれ」『芸術』１８―１４、昭和１５年８月５日、
三室戸敬光「皇紀二千六百年を迎へて尚メートル法を固執するものは非国民なり」『芸術』１８―１５、昭和１５年
９月５日、５頁。平山清次「生活様式と尺貫法」『芸術』１８―３、昭和１５年２月１５日、２頁。岡田温「尺貫法の
廃止は農村を撹乱する」『帝国農会時報』１１月号７２、１５―１７頁。

５５ 藤原はその後、日独外交に対して大十字鷲勲章をヒトラーから授かっている。『読売新聞』１９４０年４月２日「勲
章貰って藤原さん満悦 ヒ総統から大十字鷲」

５６ 岡部は明治４２年に外交官補となり、ワシントン日本大使館に３年、ロンド日本大使館に２年勤務後の大正６
年に外務書記官となる。大正１３年に外務省文化事業部長に。昭和４年に大臣秘書官長県式部次官に、昭和５
年に貴族院議員、昭和１５年に帝室博物館顧問になっていた戦後に国際文化振興会理事となり、また昭和２７年
に東京近代美術館の初代館長に就任している（東京文化財研究所：東文研アーカイブスデータベース https://
www.tobunken.go.jp/materials/bukko/９４９１.html）。

５７ 朝日新聞１９３９年７月２７日付「美術の粋をお土産 ナチス大会へ出席の藤原氏」
現代美術作品を選んだときに藤原は、当時国際文化振興会副会長の岡部長景子爵に相談していたことも記載
されている。

５８ 以下を参照。拙著『ナチス・ドイツと＜帝国＞日本美術』吉川弘文館、２０１６年。
５９ Staatliche Museen: Ausstellung Altjapanischer Kunst Berlin１９３９, Berlin１９３９, S.v.


